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議 案 第 １ 号 

令 和 ５ 年 度 八 戸 市 一 般 会 計 予 算 

 

 令和５年度八戸市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 95,000,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

（継 続 費） 

第２条  地方自治法第 212 条第 1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条  地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第４条  地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 

 地方債」による。 

 

第５条  地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第５表 

 

一 般 会 計 
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 （一時借入金）  

第５条  地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条  地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月 22 日 提出 

 

                                   八戸市長    熊 谷  雄一 

一 般 会 計 
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千円 千円 

84,000

126,000

第 ２ 表　      　継　　　続　　　費

款 事　　業　　名 総　　額 年　　度 年　割　額項

社 会 教 育 費 図 書 館 冷 房 設 備 等 更 新 事 業

令和５年度

210,000

一 般 会 計

510　教　育  費

令和６年度
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千円

交

第　３　表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

戸 籍 入 力 等 業 務 委 託 料 令和６年度 1,397

令 和 ５ 年 度 保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金 令和６年度 3,840

令和５年度看護師等修学資金貸付金
令和６年度から

12,960
令和８年度まで

令 和 ５ 年 度 障 が い 者 雇 用 奨 励 金
令和５年度から

交付対象者1人につき10千円（短時間労働の障がい者について
は6千円）を対象月(12か月以内)に乗じて得た額、ただし重度
障がい者については1人につき20千円（短時間労働の重度障が
い者については12千円）を対象月(12か月以内)に乗じて得た額

令和７年度まで

令和５年度新規高等学校卒業者雇用奨励金
令和５年度から 交付対象者1人につき10千円を対象月(12か月以内)に乗じて

得た額令和７年度まで

令 和 ５ 年 度 離 職 者 雇 用 奨 励 金
令和５年度から 交付対象者1人につき10千円を対象月(12か月以内)に乗じて

得た額令和７年度まで

令 和 ５ 年 度 ほ ん の り 温 っ た か
八 戸 移 住 計 画 支 援 事 業
（ 住 宅 費 助 成 金 ）

令和５年度から 交付対象1件につき月額30千円又は40千円を対象月（6か月以
内）に乗じて得た額令和６年度まで

令和５年度農業近代化資金利子補給補助金
令和５年度から 令和５年度の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの各期間

における融資平均残高に0.7%以内を乗じて得た額令和８年度まで

一 般 会 計
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一 般 会 計

千円

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令和５年度マル経融資利子補給事業補助金
令和５年度から 令和５年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて

得た額令和９年度まで

令和５年度創業融資利子補給事業補助金
令和５年度から 令和５年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて

得た額令和９年度まで
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一 般 会 計

千円

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令和５年度マル経融資利子補給事業補助金
令和５年度から 令和５年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて

得た額令和９年度まで

令和５年度創業融資利子補給事業補助金
令和５年度から 令和５年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて

得た額令和９年度まで

〃 〃 〃

港 湾 整 備 事 業 112,100 〃 〃 〃

〃 〃

〃 〃 〃

404,800

21,300

〃 〃 〃

〃

〃

住 宅 建 設 事 業 183,000

森 林 保 護 施 設 整 備 事 業 129,000

消 防 施 設 整 備 事 業

78,900

排 水 路 事 業 65,700

小 学 校 整 備 事 業

1,600

漁 港 整 備 事 業 40,900

水 産 業 整 備 事 業 72,000

観 光 事 業

保 健 衛 生 事 業 79,500

農 業 振 興 事 業 16,600

農 業 整 備 事 業 133,000

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 107,900

清 掃 事 業 9,000

社 会 福 祉 事 業 137,700

児 童 福 祉 事 業 101,400

限度額

　　　　　　　　　　　　　　　　第　４　表　　　　地　　方　　債

起債の方法 利率（年利） 償還の方法起債の目的（事業名）

〃

（ただし、利率見直し方式で借り入れる
資金について、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

千円 ％

 証書借入又は証券発行 ５．０以内 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えすることができる。

41,200

〃

〃

〃 〃

〃 〃 〃

〃

〃

河 川 改 修 事 業 105,000

道 路 橋 り ょ う 事 業 1,744,400

都 市 計 画 事 業

〃

中 学 校 整 備 事 業 51,100

社 会 教 育 事 業 582,800

保 健 体 育 事 業 102,300

〃 〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃 〃 〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃 〃 〃

議 場 等 改 修 事 業

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

臨 時 財 政 対 策 債 1,200,000 〃 〃

合 計

〃

〃

〃

〃

6,458,700

〃 〃

〃

〃

商 工 施 設 整 備 事 業 937,500 〃 〃 〃

〃

一 般 会 計
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令 和 ５ 年 度 

 

八戸市自動車運送事業会計予算 
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議案第　２　号

第１条　　令和５年度八戸市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)年度末在籍車両数 111 両

(2)年間営業走行キロメートル 3,347 千キロメートル

(3)年間輸送人員 5,241 千人

(4)一日平均輸送人員 14,360 人

(5)主要な建設改良事業 22,000 千円           (乗合バス購入　22,000千円)

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　 事   業   収   益 1,406,141 千円 第１款　 事    業    費 1,824,112 千円

　第１項　 営 業 収 益 939,929 千円 　第１項　 営 業 費 用 1,787,911 千円

　第２項　 営 業 外 収 益 466,212 千円 　第２項　 営 業 外 費 用 36,201 千円

令令和和５５年年度度八八戸戸市市自自動動車車運運送送事事業業会会計計予予算算

(業務の予定量)

支　　    出収　    　入

(総　　　則)

(収益的収入及び支出)

自動車運送事業会計
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自動車運送事業会計

第４条  　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 36,463千円は、損益勘定留保資金

　 で補填するものとする。)

第１款　 資 本 的 収 入 106,837 千円 第１款　 資 本 的 支 出 143,300 千円

　第１項　 企 業 債 32,000 千円 　第１項　 建 設 改 良 費 32,000 千円

　第２項　 出 資 金 74,837 千円 　第２項　 企 業 債 償 還 金 111,100 千円

　第３項　 投 資 200 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起  債  の  方  法

第６条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

支　　    出

起  債  の  目  的 限      度      額 利        率

(資本的収入及び支出)

(企　業　債)

収　    　入

償      還      の      方      法

建 設 改 良 資 金 32,000千円 証書借入又は証券発行 年　5.0％以内
　起債の翌年度から据置期間を含
めて５年以内に元利均等又は元金
均等により償還する。

(一時借入金)
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第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用

　　　(1)　　職員給与費 1,062,741 千円

第９条　　八戸市自動車運送事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 376,000千円である。

第10条　　たな卸資産購入限度額は、1,000千円と定める。

　 　

　　　八戸市長　　熊 谷  雄 一

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

(他会計からの補助金)

(たな卸資産購入限度額)

令和５年２月22日　提出

第８条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

　は、議会の議決を経なければならない。

自動車運送事業会計
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令 和 ５ 年 度 

 

八戸市立市民病院事業会計予算 

                                                                                         

―　19　―



市民病院事業会計 

議 案 第 ３ 号 

令令和和 ５５年年度度八八戸戸市市立立市市民民病病院院事事業業会会計計予予算算  

（総   則） 

第１条 令和５年度八戸市立市民病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病 床 数 628 床 

 (2) 年 間 延 患 者 数 入  院 186,660 人  外  来 265,356 人 

 (3) 1 日平均患者数 入  院     510 人  外  来   1,092 人 

 (4) 主要な建設改良費 （イ）病院施設整備事業          499,000 千円 

    （ロ）病院設備整備事業          736,702 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収   入           支   出 

第１款 事 業 収 益  21,207,000 千円  第１款 事 業 費  22,807,000 千円 

  第１項 医 業 収 益 20,097,954 千円    第１項 医 業 費 用  22,631,642 千円 

  第２項 医業外収益  1,058,806 千円   第２項 医業外費用     175,358 千円 

  第３項 特 別 利 益     50,240 千円 
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市民病院事業会計 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,065,459 千円は、

損益勘定留保資金等で補填するものとする。） 

収   入           支   出 

第１款 資本的収入   1,204,453 千円  第１款 資本的支出   3,269,912 千円 

  第１項 企 業 債   753,000 千円    第１項 建設改良費   1,235,702 千円 

  第２項 出 資 金    150,000 千円   第２項 企業債償還金   2,029,208 千円 

第３項 負 担 金    265,453 千円    第３項 投    資       5,002 千円 

  第４項 補 助 金     36,000 千円   

 

（企  業  債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率（年利） 償 還 の 方 法 

病院施設整備事業 153,000 千円 証書借入又は証券発行 5.0％以内 
据置期間を含め10年以内に元利均等又は元金

均等償還する。 

病院設備整備事業 600,000 千円 〃 〃 
据置期間を含め 5 年以内に元利均等又は元金

均等償還する。 

 

（一 時 借 入 金） 

第６条 一時借入金の限度額は、3,000,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 医業費用・医業外費用 
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市民病院事業会計 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,065,459 千円は、

損益勘定留保資金等で補填するものとする。） 

収   入           支   出 

第１款 資本的収入   1,204,453 千円  第１款 資本的支出   3,269,912 千円 

  第１項 企 業 債   753,000 千円    第１項 建設改良費   1,235,702 千円 

  第２項 出 資 金    150,000 千円   第２項 企業債償還金   2,029,208 千円 

第３項 負 担 金    265,453 千円    第３項 投    資       5,002 千円 

  第４項 補 助 金     36,000 千円   

 

（企  業  債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率（年利） 償 還 の 方 法 

病院施設整備事業 153,000 千円 証書借入又は証券発行 5.0％以内 
据置期間を含め10年以内に元利均等又は元金

均等償還する。 

病院設備整備事業 600,000 千円 〃 〃 
据置期間を含め 5 年以内に元利均等又は元金

均等償還する。 

 

（一 時 借 入 金） 

第６条 一時借入金の限度額は、3,000,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 医業費用・医業外費用 

市民病院事業会計 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の 

 金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費   10,749,363 千円 

 (2) 交 際 費          500 千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、6,305,000 千円と定める。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第 10 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

           種  類       名   称      数  量 

取得する資産   医 療 機 器         放射線部門システム                        一式 

   医 療 機 器         生体情報モニタ              一式 

   土 地         駐車場用地（田向五丁目 4 外）     5,362.41 ㎡ 

 

 

 

 

令和５年２月 22日 提出 

 

八 戸 市 長  熊 谷 雄 一 
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令 和 ５ 年 度 

 

八戸市下水道事業会計予算 
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議案第 ４ 号

第１条　　令和５年度八戸市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数 63,340 戸

(2) 年間総排水量 21,219,700  

(3) 一日平均排水量 57,977  

(4) 主な建設改良事業 (イ) 管路建設改良事業 3,583,458 千円

(ロ) 処理場建設改良事業 313,000 千円

(ハ) ポンプ場建設改良事業 474,000 千円

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　 事 業 収 益 7,358,072 千円 第１款　 事 業 費 7,069,113 千円

　第１項　 営 業 収 益 3,962,233 千円 　第１項　 営 業 費 用 6,668,921 千円

　第２項　 営 業 外 収 益 3,383,277 千円 　第２項　 営 業 外 費 用 395,191 千円

　第３項　 特 別 利 益 12,562 千円 　第３項　 特 別 損 失 1 千円

　第４項　 予 備 費 5,000 千円

支　　    出収　    　入

令令和和５５年年度度八八戸戸市市下下水水道道事事業業会会計計予予算算

　　(総　　　則)

　　(業務の予定量)

　　(収益的収入及び支出)

下水道事業会計
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下水道事業会計

　　　   　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額　2,944,807千円は、損益勘定

　 留保資金等で補填するものとする。)

第１款　 5,686,339 千円 第１款　 8,631,146 千円

　第１項　 3,595,000 千円 　第１項　 4,684,282 千円

　第２項　 450,000 千円 　第２項　 18 千円

　第３項　 161,689 千円 　第３項　 3,941,846 千円

　第４項　 1,396,000 千円 　第４項　 5,000 千円

　第５項　 83,650 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的

下水道事業

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

投 資

企 業 債 償 還 金

予 備 費

償      還      の      方      法

据置期間を含め40年以内に元利均等、
元 金 均 等又 は満 期一 括償 還す る 。
ただし、企業財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換えすることができる。

起  債  の  方  法

証書借入
又は

証券発行

限      度      額

3,595,000千円

利        率

年　5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で
借り入れる 資金について、利率
の見直しを行った後において
は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ）

　　(資本的収入及び支出)

収　    　入 支　　    出

　　(企　業　債)

資 本 的 収 入

企 業 債

出 資 金

他 会 計 補 助 金

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

第４条

　　(一時借入金)

第６条　　一時借入金の限度額は、　8,000,000千円と定める。

　　(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用・特別損失

　　(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

　　　(1)　　職員給与費 462,682 千円

　　(他会計からの補助金)

　　　    　八戸市下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,000,000千円である。

令和５年２月22日  提出

　　　八戸市長　　熊谷　　雄一

　議会の議決を経なければならない。

第８条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

第９条

下水道事業会計
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下水道事業会計

　　　   　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額　2,944,807千円は、損益勘定

　 留保資金等で補填するものとする。)

第１款　 5,686,339 千円 第１款　 8,631,146 千円

　第１項　 3,595,000 千円 　第１項　 4,684,282 千円

　第２項　 450,000 千円 　第２項　 18 千円

　第３項　 161,689 千円 　第３項　 3,941,846 千円

　第４項　 1,396,000 千円 　第４項　 5,000 千円

　第５項　 83,650 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的

下水道事業

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

投 資

企 業 債 償 還 金

予 備 費

償      還      の      方      法

据置期間を含め40年以内に元利均等、
元 金 均 等又 は満 期一 括償 還す る 。
ただし、企業財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換えすることができる。

起  債  の  方  法

証書借入
又は

証券発行

限      度      額

3,595,000千円

利        率

年　5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で
借り入れる 資金について、利率
の見直しを行った後において
は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ）

　　(資本的収入及び支出)

収　    　入 支　　    出

　　(企　業　債)

資 本 的 収 入

企 業 債

出 資 金

他 会 計 補 助 金

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

第４条

　　(一時借入金)

第６条　　一時借入金の限度額は、　8,000,000千円と定める。

　　(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用・特別損失

　　(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

　　　(1)　　職員給与費 462,682 千円

　　(他会計からの補助金)

　　　    　八戸市下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,000,000千円である。

令和５年２月22日  提出

　　　八戸市長　　熊谷　　雄一

　議会の議決を経なければならない。

第８条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

第９条

下水道事業会計
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